
 

   滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付要綱 
（目的） 

第１条 この要綱は、滋賀朝鮮初中級学校に在籍している児童及び生徒のうち、経済的理由によって就学困難な

者に対し就学援助を行い、もって教育の円滑な実施に資するとともに、保護者の経費負担の軽減を図ることを

目的とする。 

（援助費の項目） 

第２条 この要綱による就学援助費（以下「援助費」という。）の項目は、次に掲げるとおりとする。ただし、第

４条第１号の援助費の給付の対象者（以下「給付対象者」という。）が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第１３条の規定により給付の対象となる児童又は生徒に係る教育扶助を受けている場合にあっては、第３号に

掲げるものに限る。 

⑴ 学用品費 

 ⑵ 入学支度金 

 ⑶ 修学旅行費 

（給付額） 

第３条 援助費の給付額は、別表に掲げる額の範囲内とする。 

（給付対象者） 

第４条 給付対象者は、市内に住所を有し、滋賀朝鮮初中級学校に在籍する児童又は生徒の保護者で、次の各号

のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 要保護者 

   生活保護法第６条第２項に規定する要保護者 

⑵ 準要保護者 

ア 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた

もの 

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 

(イ) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条第１項の規定に基づく市民税の非課税 

(ウ) 地方税法第３２３条の規定に基づく市民税の減免 

(エ) 地方税法第７２条の６２の規定に基づく個人の事業税の減免 

(オ) 地方税法第３６７条の規定に基づく固定資産税の減免 

(カ) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７７条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶  

      予 

(キ) 生活福祉資金貸付制度による貸付 

 イ ア以外の者で、次のいずれかに該当するもの 



 

(ア) 職業安定所登録日雇労働者 

(イ) ａに定める収入額がｂに定める額以下である世帯の保護者で、教育委員会が認めるもの 

ａ 収入額 次の区分に応じ、それぞれ定める額 

(ａ) 事業所得者等の場合 

世帯全員について個々に前年の総収入から必要経費を控除した額（税金の申告において損失の

繰越しがある場合にあっては繰越控除をしないものとし、公的年金等所得がある場合にあっては

当該額から１００，０００円を控除した額）から社会保険料、家賃・間代（ただし、世帯構成員

の数が２人以上６人以下の場合にあっては年額６３６，０００円、７人以上の場合にあっては年

額７５６，０００円を限度とした実費とする。）を控除した後の額 

(ｂ) 給与所得者の場合 

世帯全員について個々に前年の総収入額（税金の申告において損失の繰越しがある場合は、繰

越控除をしない。）から社会保険料、家賃・間代（ただし、世帯構成員の数が２人以上６人以下の

場合にあっては年額６３６，０００円、７人以上の場合にあっては年額７５６，０００円を限度

とした実費とする。）を控除した後の額から、所得税法（昭和４０年法律第３３号）別表第五を準

用したときの給与所得控除額に１００，０００円を加えた額を控除した後の額 

ｂ  生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）に従い世帯構成の状況に応じ

て前年の１２月３１日時点で算出した基準生活費の額及び教育扶助の額（基準額及び学校給食費の

額の合計額）との合計額に１．２を乗じて得た額を年額に換算した額 

（受給申請） 

第５条 援助費の給付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、年度ごとに、所定の様式による申請書 

に教育委員会が指定した書類を添えて、当該学校長を経由して教育委員会に提出し、給付の認定（以下「給付

認定」という。）を受けなければならない。 

２ 教育委員会は、申請書を受理したときは、遅滞なく審査を行い、その結果を速やかに当該学校長を通じて申 

請者に通知するものとする。 

（給付期間） 

第６条 援助費の給付期間は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

２ 前項に定める給付期間の中途から給付認定を受けた者は、給付認定を受けた日の属する月分の給付金から給 

付するものとする。 

３ 第１項に定める給付期間の中途において給付認定を取り消された者に対しては、その翌月分（当該取消しの 

日が月の初日に当たるときは、その月分）から給付は行わない。 

（認定の取消し等） 

第７条 給付認定を受けた者（以下「給付認定者」という。）は、年度途中において、給付の対象となる児童又は 



 

生徒の転学、本市の区域外への転出又は死亡等により給付を必要としなくなったときは、その旨を教育委員会

に報告しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の報告があったときは、その認定を取り消すものとする。 

３ 教育委員会は、虚偽の申請により給付を受け、又は援助費をその目的以外に使用していることが判明したと 

きは、給付認定を取り消し、既に給付した援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（支払方法） 

第８条 援助費の給付は、前期及び後期の２回に分割し、給付認定者からの請求に基づき支給するものとする。 

２ 援助費は、給付認定者の委任に基づき学校長が代理受領できるものとする。 

（備付書類） 

第９条 前条第２項の規定により学校長が援助費を代理受領したときは、就学援助費個人支給明細書及び領収書 

を備え付け、教育委員会の確認を受けるものとする。 

（その他） 

第１０条 その他必要な事項は、その都度教育委員会が定める。 

   付 則 

 この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、昭和５６年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２年４月２日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付要

綱の規定は、平成２年４月１日から適用する。 



 

   付 則 

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。   

   付 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。   

   付 則 

 この要綱は、平成５年４月１日から施行する。   

   付 則 

 この要綱は、平成６年５月１２日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付

要綱の規定は、平成６年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成７年６月１２日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付

要綱の規定は、平成７年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成８年５月３０日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付

要綱の規定は、平成８年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成９年５月２８日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付

要綱の規定は、平成９年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１０年５月２８日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給

付要綱の規定は、平成１０年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１１年５月２４日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給

付要綱の規定は、平成１１年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１２年６月２日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付

要綱の規定は、平成１２年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１３年５月２１日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給

付要綱の規定は、平成１３年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 



 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年８月１日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付

要綱の規定は、同年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年８月１日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付

要綱の規定は、同年４月１日から適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年８月１日から施行し、改正後の滋賀朝鮮初中級学校児童・生徒に係る就学援助費給付

要綱の規定は、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



 

別表（第３条関係） 

援助費給付額 

                                 （単位：円） 

〈 初   級  〉  

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

学 

用 

品 

費 

 第１学年 
（１３，２３０） 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,100  
 

 

1,130 
 

（６，６００） （６，６３０） 

その他の学年 
（１５，５００） 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,290  
 

 

1,310  
 

（７，７４０） （７，７６０） 

 

〈 中   級  〉  

区  分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

学 

用 

品 

費 

第１学年 
（２５，０４０） 
 

 

2,080  
 

 

2,080  
 

 

2,080  
 

 

2,080  
 

 

2,080  
 

 

2,080  
 

 

2,080  
 

 

2,080  
 

 

2,080  
 

 

2,080 
 

 

2,080  
 

 

2,160  
 

（１２，４８０） （１２，５６０） 

その他の学年   

（２７，３１０） 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,270 
 

 

2,340 
 

（１３，６２０） （１３，６９０） 

 

入学支度金 

 

初級１年 ５７，０６０ 円 
中級１年 ６３，０００ 円 
（年度当初に認定された者） 

 

 修学旅行費 

所要経費の額とする。 
ただし、次に掲げる額を上限とする。 
初級６年 ２２，６９０円 
中級３年 ６０，９１０円 

 


